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＜第１回公募で要件を満たさなかった申請の事例＞

事例①：売上高減少要件に必要な月別売上高が証明する書類が添付されていない。

売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。

事例②：「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なる。

認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されている。

事例③：経済産業省ミラサポplusからの「事業財務情報」が添付されていない。

事例④：添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。

＜はじめに＞

事業再構築補助金（第1回）において、申請時に提出された書類の不備等によって申請

要件を満たさなかった申請が多くありました。

第２回の公募に申請される方の書類等の不備を未然に防止することを目的として、電子申

請時に必ずご確認をいただきたい事項をまとめましたので、ご確認ください。
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（法人）
１．売上高減少について添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３

【法人（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】

２．売上高減少について添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ５
【法人（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

（個人事業主）
３．売上高減少について添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ７

【個人事業主（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】

４．売上高減少について添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１０
【個人事業主（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

（法人/個人事業主 共通）
５．売上高減少を証明する書類を代替する場合に添付が必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３

６．申請に用いる参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１４

７．認定経営革新等支援機関による確認書として添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５

８．金融機関による確認書として添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１６

９．緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓書として添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１７

１０．事業財務情報として添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１８

１１．決算書として添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１９

１２．労働者名簿として添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２０

１３．協力金と固定費の比較として添付が必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２１

【 目 次 】



申請時書類：コロナ前後で売上高減少を証明する書類

(例) 申請者が「法人」 ・申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合

申請に用いる任意の３か月の比較対象となるコロナ前：2019年10月～12月
申請に用いる任意の３か月（コロナ後）：2020年10月～12月
法人決算月が11月（決算書：前年12月～翌年11月）

《提出必須書類①》 決算が確定した年度の確定申告書別表一の控え

１ 申請する法人名

選択した期間の内決算完了した月が全て含まれている

(2019年10月～12月(3か月分)および2020年10月
～11月(2か月分)が分かる）コロナ前、コロナ後2年分
の書類を添付する

2020年10月以
降の連続する
6ヶ月のうち任
意の3ヶ月

西暦年月 西暦年月 西暦年月 合計

2020年 10
月

2020年 11
月

2020年 12
月

売上高 1,500,000円 1,200,000円 1,050,000円 3,750,000円

コロナ以前の
同3か月

西暦年月 西暦年月 西暦年月

2019年 10
月

2019年 11
月

2019年 12
月

売上高 5,000,000円 6,000,000円 7,000,000円 18,000,000円

売上高減少率
(%)

70% 80% 85% 79.16%

該当月の売上高合計が10%以上減少をしていること

売上高減少要件

＜売上高減少の内訳＞

《確定申告書別表一の控え》

ここで決算
(2019/12～2020/11)

ここからは申請時点
未決算
(2021年11月が決算月)

１．売上高減少について添付が必要な書類 【法人（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】

２

決算で確定した年月での書類

コロナ前、コロナ後の売上高減少を
確認できる年月分の決算受付済
み書類控え
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《確定申告の基礎となる書類》

5

決算確定前の年月の書類

確定申告基礎書類は
以下のような書類です

損益計算書、収支内訳書、貸借
対照表、総勘定元帳等、収支が
わかるもの

《提出必須書類②》 決算が確定した年度の法人事業概況説明書の控え(両面）

１

月別の売上高が申請画面と一致していること

(例の場合、2019年10月～12月(3か月
分)および2020年10月～11月(2か月分)
が分かる）コロナ前、コロナ後2年分の書類を
添付する

選択した年月が含まれている

(例の場合、2019年10月～12月(3か月
分)および2020年10月～11月(2か月
分)が分かる）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

２

《提出必須書類③》 決算が確定していない月の売上台帳+確定申告の基礎となる書類
(例の場合：2020年12月分)

《法人事業概況説明書の控え（両面）》

《売上台帳》

3

決算する前の年月の月別売上が
確認できる売上台帳
事例の場合：2020年12月

4

様式は問いません

決算で確定した年月での書類

１．売上高減少について添付が必要な書類 【法人（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】
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申請時書類：コロナ前後で売上高減少を証明する書類

(例) 申請者：「法人」 ・申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合

申請に用いる任意の３か月の比較対象となるコロナ前：2020年1月～3月
申請に用いる任意の３か月（コロナ後）：2021年1月～3月
法人決算月が3月（決算書：前年4月～翌年3月）

《提出必須書類①》 コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控え

１

申請する法人名

売上減少の確認年月がふくまれています
決算年度分をすべてお願いします。

２

(例の場合、2020年1月～3月および2021年1
月～3月）コロナ前、コロナ後2年分の書類を添
付する

ポイント
この売上高減少を確認するための必要な年月
を漏れなく提出ください

2020年10月以降
の連続する6ヶ月
のうち任意の3ヶ

月

西暦年月 西暦年月 西暦年月 合計

2021年 1
月

2021年 2
月

2021年 3
月

売上高 500,000円 600,000円 800,000円 1,900,000円

コロナ以前の
同3か月

西暦年月 西暦年月 西暦年月

2020年 1
月

2020年 2
月

2020年 3
月

売上高 1,000,000円 900,000円 1,100,000円 3,000,000円

売上高減少率(%) 50% 33.33% 27.27% 36.67%

該当月の売上高合計が10%以上減少をしていること

売上高減少要件

＜売上高減少の内訳＞

《確定申告書別表一の控え》

２．売上高減少について添付が必要な書類 【法人（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認
できる年月分の決算受付済み書類控え
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《提出必須書類②》 コロナ前後それぞれの法人事業概況説明書の控え

２

１

選択した期間が全て含まれている

(例の場合、2020年1月～3月および2021年1月～3月）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

月別の売上高が申請画面と一致していること

例の場合:2020年1月~3月および2021年1月～3月
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

必ず両面ともご提出ください

コロナ前、コロナ後の売上高減少を
確認できる年月分の書類控え

6

２．売上高減少について添付が必要な書類 【法人（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】



申請時書類：コロナ前後で売上高減少を証明する書類

(例) 申請者：「個人事業主」 ・申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合

申請に用いる任意の３か月の比較対象となるコロナ前：2019年11月～2020年1月
申請に用いる任意の３か月（コロナ後）：2020年11月～2021年1月
決算月が12月（決算書：1月～12月）

《提出必須書類①》 決算が確定した年度の確定申告書第一表の控え

該当月の売上高合計が10%以上減少をしていること

売上高減少要件

＜売上高減少の内訳＞

《確定申告書第一表の控え》

ここで決算
(2020/1～2020/12)

ここから未決算月
(2021年1月が決算月)

３．売上高減少について添付が必要な書類 【個人事業主（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】

１
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

２

申請する個人事業主名

2020年10月以
降の連続する
6ヶ月のうち任
意の3ヶ月

西暦年月 西暦年月 西暦年月 合計

2020年 11
月

2020年 12
月

2021年 1
月

売上高 150,000円 120,000円 105,000円 375,000円

コロナ以前の
同3か月

西暦年月 西暦年月 西暦年月

2019年 11
月

2019年 12
月

2020年 1
月

売上高 500,000円 600,000円 700,000円 1,800,000円

売上高減少率
(%)

70% 80% 85% 79.16%

決算で確定した年月での書類

コロナ前、コロナ後の売上高減少を
確認できる年月分の決算受付済
み書類控え
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《提出必須書類②》 決算が確定した年度の申告決算書の控え
青色申告の場合：所得税青色申告決算書
白色申告の場合：収支内訳書

申請をする個人事業主名 申請をする個人事業主名

コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

青色 白色

コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる年月分の決算受付済み書類控え

３．売上高減少について添付が必要な書類 【個人事業主（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】
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《提出必須書類③》 コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類

青色申告の場合：所得税青色申告決算書の2ページ目および
決算がまだ終わっていない月の売上台帳+確定申告の基礎となる書類

白色申告の場合：選択した全ての期間を含む
売上台帳+確定申告の基礎となる書類

選択した期間の内決算完了した月が全て含まれている
(この例の場合、2019年11月～2020年1月(3か月
分)および2020年11月～12月(2か月分)が分かる）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

《所得税青色申告決算書2ページ目》

１

２ 月別の売上高が申請画面と一致していること

《売上台帳》

様式は問わないが「売上台帳」3

《確定申告の基礎となる書類》

5

4

青色申告：決算月がきていない月の
月別売上が確認できること
例の場合：2021年1月

白色申告：選択した期間の月別売上が全て
確認できること
例の場合：2019年11月～2020年1月

2020年11月～2021年1月

確定申告基礎書類は以下のような書類
です
損益計算書、収支内訳書、貸借対照表、
総勘定元帳等、収支がわかるもの

青色

青色
白色

決算で確定した年月での書類

３．売上高減少について添付が必要な書類 【個人事業主（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】
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申請時書類：コロナ前後で売上高減少を証明する書類

(例) 申請者：「個人事業主」 ・申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合

申請に用いる任意の３か月の比較対象となるコロナ前：2019年10月～12月
申請に用いる任意の３か月(コロナ後)：2020年10月～12月
決算月が12月（決算書：1月～12月）

《提出必須書類①》 コロナ前後それぞれの年度の確定申告書第一表の控え

１

申請する個人事業主名

２

コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

該当月の売上高合計が10%以上減少をしていること

売上高減少要件

＜売上高減少の内訳＞

《確定申告書第一表の控え》

４．売上高減少について添付が必要な書類 【個人事業主（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

2020年10月以
降の連続する
6ヶ月のうち任
意の3ヶ月

西暦年月 西暦年月 西暦年月 合計

2020年 10
月

2020年 11
月

2020年 12
月

売上高 150,000円 120,000円 105,000円 375,000円

コロナ以前の
同3か月

西暦年月 西暦年月 西暦年月

2019年 10
月

2019年 11
月

2019年 12
月

売上高 500,000円 600,000円 700,000円 1,800,000円

売上高減少率
(%)

70% 80% 85% 79.16%

コロナ前、コロナ後の売上高減少を
確認できる年月分の決算受付済
み書類控え

10



《提出必須書類②》 コロナ前後それぞれの申告決算書の控え
青色申告の場合：所得税青色申告決算書
白色申告の場合：収支内訳書

４．売上高減少について添付が必要な書類 【個人事業主（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

申請をする個人事業主名 申請をする個人事業主名

コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる年月分の書類 コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる年月分の書類

決算で確定した年月で売上高確認の書類

11



《提出必須書類③》 コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類

青色申告：所得税青色申告決算書の2ページ目

白色申告：売上台帳+確定申告の基礎となる書類

１

選択した期間が含まれている

(例の場合、2019年10月～12月および2020年10月～12月）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

２
月別の売上高が申請画面と一致していること

(例の場合、2019年10月～12月および2020年10月
～12月）コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

《所得税青色申告決算書2ページ目》

４．売上高減少について添付が必要な書類 【個人事業主（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

《売上台帳》

１

様式は問わない 「売上台帳」選択した月、全ての月別売上が確認できること
月別の売上高が申請画面と一致していること

(例の場合、2019年10月～12月および2020年10月～12月）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

２

確定申告基礎書類は
以下のような書類です

損益計算書、収支内訳書、貸借対照表、
総勘定元帳等、収支がわかるもの

青色
白色

コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる年月分の書類控え
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必要書類 代替可能書類

法人 ―

コロナ前
※

確定申告書別表一の控え＋法人事業概況説明書 ⇒
税理士による署名押印済みの事業収

入証明書のみで代替可能

コロナ後
確定申告書別表一の控え＋法人事業概況説明書

⇒ 売上台帳＋確定申告の基礎となる書類

個人 ―

コロナ前
※

確定申告書第一表の控え＋（所得税青色申告決
算書＝収支内訳書＋売上台帳＋確定申告基礎書

類）
⇒

税理士による署名押印済みの事業収
入証明書のみで代替可能

コロナ後

確定申告書第一表の控え＋（所得税青色申告決
算書＝収支内訳書＋売上台帳＋確定申告基礎書

類）
⇒

売上台帳＋確定申告の基礎となる書類

代替可能な添付書類

５．売上高減少を証明する書類を代替する場合に添付が必要な書類

13

※本事業におけるコロナ前：2019年又は2020年1月～3月



６．申請に用いる参考書類

事業再構築補助金のホームページにある書類の案内
（https://jigyou-saikouchiku.jp/）←左のURLをクリック

上記画像の赤枠「資料ダウンロード」内に、「電子申請に当たっての添付書類および参
考資料」があります。

掲載されている書類名
①電子申請入力項目：準備中(Word)
②認定経営革新等支援機関による確認書(Word)
③金融機関による確認書(Word)
④緊急事態宣言の影響によることの宣誓書(Excel)
④緊急事態宣言の影響によることの宣誓書(見本)(PDF)
⑤補助対象経費理由書(Word)
⑤補助対象経費理由書(見本)(PDF)
⑥売上高減少に係る証明の特例(PDF)
⑦賃上げ表明書(Word)
⑧最低賃金確認書(Excel)

14

https://jigyou-saikouchiku.jp/
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/denshi.docx
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/kakuninsho_shienkikan.docx
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/kakuninsho_kinyuukikan.docx
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/senseisho.xlsx
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/senseisho_mihon.pdf
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/riyuusho.docx
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/riyuusho_mihon.pdf
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/uriagedagagenshou.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/chinage_hyomeisho.docx
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/saiteichingin_kakuninsho.xlsx


７．認定経営革新等支援機関による確認書として添付が必要な書類

提出必須書類：認定経営革新等支援機関による確認書

１

２

３

事業再構築補助金のホームページの

「認定経営革新等支援機関名」
※事業者名は記入しないでください

「認定経営革新等支援機関の
担当者・ID等間違えないように
記載ください」

認定経営革新等支援機関に作成を依頼してください。

確認書の記載者は認定経営革新等支援機関です。
事業者名は申請する法人・個人事業主です。

「申請する法人・個人事業主」

指定のフォーマットで提出してください
15



８．金融機関による確認書として添付が必要な書類

＊申請補助金額3,00０万円超える場合は必須
＊特定経営革新等支援機関が金融機関の場合は不要

事業再構築補助金のホームページの

１

２

３

「金融機関名」

「金融機関の支援者等」

「申請する法人・個人事業主」

金融機関に作成を依頼してください

金融機関が認定支援機関も兼ねている場合は、
認定経営革新等支援機関による確認書での提出をお願いします。

申請時書類：金融機関による確認書 ＊申請補助金額3,00０万円を超える場合は必須

指定のフォーマットで提出してください 16



９．緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓として添付が必要な書類

事業再構築補助金のホームページの

申請時書類：緊急事態宣言のの影響を受けたことの宣誓書

黄色の項目の入力と売上の証明する書類で金額確
認いただき、この宣誓書はエクセルのまま、電子申請に
添付ください

指定のフォーマットで提出してください

17

この 「宣誓書＋売上高減少を確認できる書類」 この2種類の書類の提出ついて

・緊急事態宣言特別枠：【必須】 となります

・その他の枠で【加点①】の申請時：＜必要＞ となります

ただし売上高10%減少と同じ対象月の場合、確認書類が重複しますので、確認書類のみ追加は不要です



申請時書類：事業財務情報

経済産業省ミラサポplusにてGビズIDでログインし、「電子申請サポート」より作成する
(https://mirasapo-plus.go.jp/) ←左のURLをクリックする
※必ず指定のフォーマットで提出してください（独自フォーマットや、独自にアレンジした資料の添付はご遠慮ください）

「事業財務情報」のページを提出してください
※他のページを提出しないようご注意ください

１０．ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報として添付が必要な書類

タイトルへ事業者名を入力してください

金額が入力されているかを確認して下さい

18

https://mirasapo-plus.go.jp/


申請時書類：決算書（法人の場合のみ）

１

2

１１．決算書として添付が必要な書類

個人事業主の場合は、提出不要です

決算報告書の事業者名と申請者名が一致していることを
確認してください。

19



申請時書類：労働者名簿

＊緊急事態宣言特別枠【必須】

《添付書類の例》

全従業員が分かるものを提出してください

１２．労働者名簿として添付が必要な書類

従業員の人数が申請画面と一致していること
※役員や実習生は人数に含みません

表題が「労働者名簿」になっている資料を提出してください

20

※労働者名簿に該当する者がいない場合

→従業員がいない旨を記載した書類を
添付してください



１３．協力金と固定費の比較として添付が必要な書類

申請時書類：固定費/協力金の受給に係る証明書

＊緊急事態宣言特別枠【任意】

《固定費に係る証明書の例》

家賃＋人件費＋光熱費等の固定契約料

《協力金受給に係る証明書の例》②

2021年１月～6月のいずれかの月の固定費が同月に受給した協力金の額
を上回ることを証明する書類を提出してください

※雇用調整助成金、一時支援金、家賃支援金は、協力金ではありません

協力金の受給月と同月のものを提出してください。

21

①

令和 年6月

協力金の支払いが遅れていて、実際の通知等が遅くなった場合は通知された月で比較します。
〈例〉②の支給決定通知日が6月だった場合、①は6月の書類を提出してください。


